
 

書式第６５  

【書類名】  早期審理に関する事情説明書  

（【提出日】  令和   年   月   日）  

【あて先】  特許庁長官      殿  

【審判事件の表示】  

【審判番号】  

【出願番号】  

【審判請求人】  

【識別番号】  

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

（【電話番号】）  

（【ファクシミリ番号】）  

【代理人】  

【識別番号】  

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

（【電話番号】）  

（【ファクシミリ番号】）  

【早期審理に関する事情説明】  

１．事情  

【提出物件の目録】  

【物件名】  

〔備考〕  

１  「【早期審理に関する事情説明】」の「１．事情」は、書式第１５の備考

１と同じ要領で記載する。  

２  早期審理を申し出る審判事件が、審査段階において既に早期審査又は優先

審査の対象となっている場合には、「【早期審理に関する事情説明】」の欄

には「早期審査（優先審査）に関する事情説明書の記載参照」と記載する。  

３  提出する物件がない場合には、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには

及ばない。  

４  その他は、特許法施行規則様式第２の備考１、２、４、１０から１２まで、

１４、１６、１８及び２３２２から２６２５まで、様式第４の備考４、様式

第６１の６の備考１、４、６及び７並びに様式第６４の３の備考１と同様と

する。  

 

（改訂令和元２・７１２）  

 

 


